
平成19年度　包括外部監査結果に対する措置について

○監査テーマ「市立枚方市民病院の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」について

　２．医業未収金管理
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2 38

　滞留未収金の早期回収のために
も、個人未収金事務処理マニュア
ルの遵守とともに未収金カードの効
果的な利用が必要。

　個人未収金の管理指針を策定し、これに
基づいた未収金管理を行っています。

3 39
　督促状況を記載する際に、責任
の明確化のため、担当者の名前を
明記することが必要。

　未収金カードに対応と担当者名を記入す
るよう徹底し、実施しています。

5 39
③　不納欠損処
理の未実施

　平成17年度中に新しい不納欠損
処理の取扱を確定させるべき。確
定できないのであれば、少なくとも
平成17年度・18年度において会計
上は従前の方針に基づく不納欠損
処理額と同額の貸倒引当金の設定
（費用認識）を行うことが必要。

　平成２０年３月議会において、使用料及び
手数料条例を一部改正し、消滅時効が完成
した診療費債権の放棄規定を設け、院内に
検討会を立ち上げ、不納欠損を実施しまし
た。今後もこの規定に基づいて不納欠損を
運用します。
　貸倒引当金については、地方公営企業法
施行規則別表第１号に掲げられておらず、
また、行政実例では、退職給与引当金及び
修繕引当金以外の引当金を設けることはで
きないとされているところから設定していませ
ん。総務省で立ち上げている地方公営企業
会計制度研究会において、病院会計準則も
視野にいれ、検討されていることから、その
結果をもって対応を検討します。

【５】固定資産

　１．固定資産取得手続き
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7 47
　過去において単価が10万円に満
たない資産を固定資産として計上
すべきものではない。

　平成１９年度分より是正しました。

8 47

　空調機設置工事の支出は、新規
に取得した空調機の取付作業であ
り、支出額も10万円以上であるた
め、固定資産として計上すべき。

　新規に設置する空調機については、固定
資産として計上しています。

①　個人未収金
事務処理マニュ
アル遵守の不徹
底

① 固定資産計
上の誤り

市民病院

市民病院
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　２．固定資産の保全
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10 48
①　固定資産の
現物確認作業
による確認漏れ

　今後、固定資産の現物確認を実
効性あるものとするために、リストを
作成する際には当期取得分を追加
記載し、リスト記載の資産と現物を
照合した際にリストに照合印を押印
し、差異がない場合でも総務課に
報告することが必要と考えられる。
また、実施方法については文書とし
て規定化しておくことが必要。

市民病院 　マニュアルを作成しました。

【６】人件費

　４．会計処理
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12 63
①　退職給与引
当金の計上が
必要

　市と市民病院のどちらにも勤務す
る事務職員の退職金の負担につい
て、市と市民病院で負担割合の考
え方を明確にした上で、それに従っ
て計算された退職給与引当金を事
務職員分についても計上すべき。

市民病院

　退職給与引当金については、地方公営企
業法施行規則別表第１号に掲げられていま
すが、引当を義務化するような明確な定めが
なく、累積欠損金を有している場合での引当
は適当でない旨の見解が示されており、これ
まで、退職給与金を引き当てることなく、当
該年度に支出する見込み額を予算計上し、
退職者に支給してきました。しかしながら、
地方公営企業法及び同法施行に関する命
令の実施についての依命通達によると、「地
方公営企業の毎事業年度の損益計算の平
準化をはかるため、修繕費及び退職給与金
について、あらかじめ引当金の計上ができ
る」とされており、また、総務省で立ち上げら
れている地方公営企業会計制度研究会に
おいて、退職給与引当金についても、法改
正により義務化することなどが検討されてい
ることから、平成１９年度における退職給与
金の予算の範囲内で、引き当てを行いまし
た。
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